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○本学の目的・使命について 
（国立大学法人東京工業大学組織運営規則から抜粋） 

 

 

国立大学法人東京工業大学組織運営規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は，国立大学法人東京工業大学（以下「法人」という。）の組織，職制及び運営等に関

し，必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（設置する大学並びに目的及び使命） 

第２条 法人は， 国立大学法人法（ 平成16年法律第112号。以下「法人法」という。）第４条第２項の

規定に基づき東京工業大学（以下「大学」という。）を設置し，法第22条第１項各号に掲げる業務を行

う。 

２ 大学は，将来，工業技術者，工業経営者，理工学の研究者，教育者として指導的役割を果たすことが

できる有能善良な公民を育成する目標のもとに，これに必要な一般的教養と専門的知識とを学生に修得

させるとともに，理学及び工学に関する理論と応用を研究し，その深奥を究めて科学と技術の水準を高

め，もって文化の進展に寄与し，人類の福祉に貢献することをその目的及び使命とする。 

（以下略） 
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東京工業大学学則 
第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この学則は，学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 85 条ただし書及び国立大学法人東京工業大学組織運営規

則（平成 27 年規則第 81 号。次条において「組織運営規則」という。）第 22 条第１項に基づき東京工業大学（以下

「本学」という。）に置く学院の修業年限，教育課程その他の学生の修学上必要な事項を定めるものとする。 

（学院） 

第２条 本学に置く学院は，次のとおりとする。 

理学院 

工学院 

物質理工学院 

情報理工学院 

生命理工学院 

環境・社会理工学院 

２ 前項に規定する学院の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的及び位置は，組織運営規則第 22 条第２項

の定めるところによる。 

（学院の入学定員及び収容定員並びに系） 

第３条 学院の入学定員及び収容定員は，別表１のとおりとする。 

２ 学院に，教育上の目的に応じて，専門教育実施の基本的な単位として系を置く。 

３ 学院に置く前項の系は，別表１のとおりとする。 

４ 学修の課程については，別に定める。 

 （系への所属） 

第３条の２ 本学に入学した１年次相当の学生に係る修学指導等については，各学院において行うこととし，所定の授

業科目を履修し，所定の単位を修得した学生は，前条第２項に規定する学院に置く系に所属するものとする。 

 （特別履修プログラム） 

第３条の３ 本学に，特別履修プログラムとして，次のコースを置く。 

  四大学連合複合領域コース 

  グローバル理工人育成コース 

２ 特別履修プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

 （修業年限） 

第４条 修業年限は，４年とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，再入学者，転入学者及び編入学者の修業年限は，過去に本学又は他の大学において在学

していた期間及び当該期間に修得した授業科目等を考慮して定める。 

（在学年限） 

第５条 在学年限は，８年とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，再入学者，転入学者及び編入学者の在学年限は，過去に本学又は他の大学において在学

していた期間及び当該期間に修得した授業科目等を考慮して定める。 

（学年） 

第６条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月 31 日に終わる。 
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